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〔
判
例
研
究
〕相

続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決

最
高
裁
平
成
一
七
年
九
月
八
日
判
決
（
民
集
五
九
巻
七
号
一
九
三
一
頁
）

大

宮

隆

）

事
実
の
概
要

被
相
続
人
Ａ
は
、
平
成
八
年
一
〇
月
一
三
日
に
死
亡
し
た
。
そ
の
法
定
相
続
人
は
、
Ａ
の
妻
で
あ
る
Ｘ
、
Ａ
の
子
で
あ
る
Ｙ
、
Ｂ
、

Ｃ
及
び
Ｄ
で
あ
る
。
法
定
相
続
分
は
、
Ｘ
が
二
分
の
一
、
他
の
相
続
人
が
各
八
分
の
一
で
あ
る
。
Ａ
の
遺
産
の
中
に
は
、
遺
産
目
録
記

載
の
⑴
か
ら

の
不
動
産
が
あ
る
。
全
相
続
人
は
、
各
不
動
産
か
ら
生
ず
る
賃
料
、
管
理
費
等
に
つ
い
て
、
遺
産
分
割
に
よ
っ
て
各
不

動
産
の
帰
属
が
確
定
し
た
時
点
で
清
算
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
に
支
払
わ
れ
る
賃
料
等
を
管
理
す
る
た
め
の
銀
行
口
座
を

開
設
（
平
成
八
年
一
二
月
二
六
日
）
し
、
賃
借
人
ら
に
賃
料
を
振
り
込
ん
で
も
ら
い
、
管
理
費
等
を
共
同
口
座
か
ら
支
出
し
て
き
た
。

Ａ
の
遺
産
分
割
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
一
年
六
月
一
八
日
大
阪
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
審
判
が
な
さ
れ
、
そ
の
抗
告
審
で
あ
る
大
阪
高

等
裁
判
所
は
、
平
成
一
二
年
二
月
二
日
、
本
件
不
動
産
の
う
ち
、
遺
産
目
録
記
載
⑴
な
い
し
⑷
、
⑺
、
⑻
の
不
動
産
は
Ｙ
及
び
Ｂ
の
共

有（
共
有
持
分
各
二
分
の
一
）、
⑸
、
⑼
な
い
し

の
不
動
産
は
Ｘ
の
所
有
、
⑹
の
不
動
産
は
Ｃ
の
所
有
、

、

の
不
動
産
は
Ｄ
の
所
有
、
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、

の
不
動
産
は
Ｂ
の
所
有
と
す
る
旨
の
決
定
を
し
、
本
決
定
は
確
定
し
た
。
共
同
口
座
の
平
成
一
二
年
二
月
一
八
日
時
点
の
実
質

的
残
高
は
、
二
億
一
一
六
三
万
七
五
一
七
円
で
あ
っ
た
。

口
座
残
高
の
清
算
方
法
に
つ
い
て
、
Ｘ
は
、
本
件
各
不
動
産
か
ら
生
じ
た
賃
料
債
権
は
、
相
続
開
始
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
遺
産

分
割
決
定
に
よ
り
各
不
動
産
を
取
得
し
た
各
相
続
人
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
分
配
額
を
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
決
定

に
従
い
各
不
動
産
の
取
得
者
が
共
同
口
座
開
設
時
か
ら
所
有
な
い
し
共
有
し
て
い
た
と
し
た
場
合
の
分
配
額
は
、
⑴
Ｘ

一
億
九
四
〇

二
万
四
二
六
九
円
、
⑵
Ｂ

九
一
七
万
九
九
〇
五
円
、
⑶
Ｃ

三
一
万
八
四
三
七
円
、
⑷
Ｄ

一
六
四
万
五
七
三
〇
円
、
⑸
Ｙ

九
七

六
万
六
三
六
円
と
な
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
Ｙ
ら
は
、
賃
料
債
権
は
、
遺
産
分
割
決
定
確
定
の
日
ま
で
は
、
法
定
相
続
分
に
従
っ

て
各
相
続
人
に
帰
属
し
、
決
定
確
定
の
日
の
翌
日
か
ら
は
各
不
動
産
を
取
得
し
た
各
相
続
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
分
配
額
を
算
定

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
各
相
続
人
に
対
す
る
分
配
額
は
、
⑴
Ｘ

一
億
四
七
八
万
二
三
四
八
円
、
⑵
Ｂ

二

七
〇
三
万
二
六
〇
二
円
、
⑶
Ｃ

二
六
四
一
万
四
七
三
五
円
、
⑷
Ｄ

二
六
三
七
万
五
二
二
一
円
、
⑸
Ｙ

二
七
〇
三
万
二
六
〇
六
円

と
な
る
。

平
成
一
二
年
五
月
三
〇
日
、
全
相
続
人
は
、
口
座
の
残
高
に
つ
き
、
各
自
が
取
得
す
る
に
つ
き
争
い
の
な
い
金
額
の
範
囲
で
分
配
し
、

争
い
の
あ
る
金
員
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
協
議
し
、
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
口
座
を
解
約
し
、
Ｙ
が
解
約
金
を
保
管
し
、
そ

の
帰
属
を
訴
訟
で
確
定
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
。
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
口
座
か
ら
争
い
の
な
い
一
億
二
四
〇
四
万
一
三
二
六
円
が
出

金
さ
れ
、
各
相
続
人
に
分
配
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
八
七
五
九
万
六
一
九
一
円
が
争
い
の
あ
る
金
額
と
し
て
残
っ
た
。
そ
の
後
、
相
続

人
間
で
協
議
を
し
た
が
、
協
議
は
調
わ
な
か
っ
た
。

Ｙ
は
、
平
成
一
二
年
九
月
一
三
日
、
口
座
を
解
約
し
て
残
金
を
保
管
す
る
と
と
も
に
、
Ｄ
か
ら
一
六
四
万
五
七
三
〇
円
の
預
託
を
受
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け
た
。
そ
の
結
果
、
Ｙ
は
、
争
い
の
あ
る
金
額
と
し
て
、
八
八
八
六
万
三
五
二
一
円
を
保
管
し
て
い
る
。

以
上
の
事
実
関
係
の
下
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
賃
料
は
、
遺
産
分
割
決
定
に
よ
り
、
各
不
動
産
を
取
得
し
た
各
相
続
人
に
帰
属
す
る

の
で
、
本
来
取
得
で
き
る
一
億
九
四
〇
二
万
四
二
六
九
円
か
ら
現
実
に
取
得
し
た
一
億
四
七
八
万
二
三
四
八
円
及
び
印
紙
代
、
予
納
郵

券
代
三
七
万
八
四
〇
〇
円
を
差
し
引
い
た
残
額
八
八
八
六
万
三
五
二
一
円
は
、
Ｙ
か
ら
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
保
管

金
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
民
法
九
〇
九
条
の
定
め
る
遺
産
分
割
の
遡
及
効
は
、
遺
産
が
相
続
に
よ
り
被
相
続
人
か
ら
相
続
人
に
対
し
直

接
に
承
継
す
る
も
の
と
し
た
結
果
の
擬
制
に
す
ぎ
ず
、
遺
産
分
割
前
の
共
有
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
前
記
主

張
の
方
法
に
よ
り
分
配
額
を
算
定
す
べ
し
と
主
張
し
た
。

平
成
一
五
年
九
月
二
六
日
、
第
一
審
大
阪
地
方
裁
判
所
は
、「
遺
産
か
ら
生
じ
る
法
定
果
実
は
、
そ
れ
自
体
は
遺
産
で
は
な
い
が
、
遺

産
の
所
有
権
が
帰
属
す
る
者
に
そ
の
果
実
を
取
得
す
る
権
利
も
ま
た
帰
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら（
民
法
八
九
条
二
項
）、
遺
産
分
割
が
遡
及

効
を
有
す
る
以
上
、
遺
産
分
割
の
結
果
、
あ
る
財
産
を
取
得
し
た
者
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
時
以
降
の
そ
の
財
産
か
ら
生
じ
た
法

定
果
実
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」、「
遺
産
分
割
に
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
民
法
八
九
条
二
項
の
原
則

を
覆
す
解
釈
を
と
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
の
判
断
を
示
し
、
原
告
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。

Ｙ
は
控
訴
し
、
相
続
財
産
を
取
得
し
た
者
が
、
民
法
九
〇
九
条
の
遡
及
効
に
よ
り
、
そ
の
果
実
に
対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
し
、
本
件
は
、
相
続
開
始
後
遺
産
分
割
ま
で
に
遺
産
か
ら
生
じ
た
果
実
を
取
得
す
る
権
利
の
帰
属
の
問
題
で
あ
る
か

ら
、
民
法
八
九
条
二
項
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

平
成
一
六
年
四
月
九
日
、
第
二
審
大
阪
高
等
裁
判
所
は
、「
遺
産
分
割
の
審
判
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
不
動
産
に
係
る
賃
料
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は
、
民
法
の
規
定
（
八
九
六
条
、
九
〇
九
条
本
文
、
八
九
条
二
項
）
に
従
い
、
当
該
各
不
動
産
の
取
得
者
に
確
定
的
に
帰
属
す
る
に
至
っ
た

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
過
去
の
裁
判
例
の
多
く
は
、
遺
産
か
ら
生
じ
た
果
実
が
遺
産
と
は
別
個
の
共
同
相
続
人
間
の
共
有
財
産
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
お
り
、
原
判
決
の
如
く
、
遺
産
分
割
の
遡
及
効
を
理
由
に
遺
産
か
ら
生
じ
た
果
実
に
対
す
る
権
利
の
帰
属
を
遺
産
の
帰
属

そ
れ
自
体
に
従
わ
せ
る
と
い
う
考
え
を
取
っ
て
は
い
な
い
。原
判
決
の
考
え
は
、遺
産
分
割
の
遡
及
効
を
過
度
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
法
令
の
解
釈
を
誤
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
上
告
受
理
の
申
立
て
を
行
っ
た
。

）

判
決
要
旨

「
遺
産
は
、
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
相
続
開
始
か
ら
遺
産
分
割
ま
で
の
間
、
共
同
相
続
人
の
共
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
間
に
遺
産
で
あ
る
賃
貸
不
動
産
を
使
用
管
理
し
た
結
果
生
ず
る
金
銭
債
権
た
る
賃
料
債
権
は
、
遺
産
と
は
別
個
の
財
産
と
い

う
べ
き
で
あ
っ
て
、
各
共
同
相
続
人
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
単
独
債
権
と
し
て
確
定
的
に
取
得
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
遺
産
分
割
は
、
相
続
開
始
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
共
同
相
続
人
が
そ
の
相
続
分
に

応
じ
て
分
割
単
独
債
権
と
し
て
確
定
的
に
取
得
し
た
上
記
賃
料
債
権
の
帰
属
は
、
後
に
さ
れ
た
遺
産
分
割
の
影
響
を
受
け
な
い
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
開
始
か
ら
本
件
遺
産
分
割
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
に
本
件
各
不
動
産
か
ら
生
じ
た
賃
料

債
権
は
、
Ｘ
及
び
Ｙ
ら
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
単
独
債
権
と
し
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
口
座
の
残
金
は
、
こ
れ
を
前

提
と
し
て
清
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」と
判
示
し
て
、
こ
れ
と
異
な
る
見
解
に
基
づ
い
て
分
配
額
の
算
定
を
行
っ
た
原
判
決
を
破
棄
し
、

更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
差
し
戻
し
た
。

七
六

相
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）

解

説

本
件
は
、
後
妻
と
先
妻
の
子
と
の
間
に
生
じ
た
遺
産
（
相
続
財
産
）
で
あ
る
賃
貸
不
動
産
か
ら
の
賃
料
の
帰
属
、
配
分
を
め
ぐ
る
争
い

で
あ
る
。

不
動
産
の
賃
貸
借
に
お
い
て
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
支
払
う
使
用
の
対
価
を
賃
料
と
い
う
。
賃
料
の
種
類
に
は
、
土
地
の
使
用
の
対

価
で
あ
る
地
代
と
、
建
物
の
使
用
の
対
価
で
あ
る
家
賃
が
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
遺
産
目
録
か
ら
一
七
の
不
動
産
の
存
在
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
不
動
産
が
土
地
な
の
か
建
物
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
比
率
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

一
般
的
な
用
法
で
あ
る
賃
料
（
収
益
、
果
実
）
と
い
う
言
葉
を

（
１
）

使
う
。

と
こ
ろ
で
、
相
続
の
開
始
（
被
相
続
人
の
死
亡
）
か
ら
遺
産
分
割
手
続
の
完
了
ま
で
に
か
な
り
の
期
間
を
要
す
る
の
が
常
態
で
あ
る
と

こ
ろ
、
遺
産
を
構
成
す
る
個
々
の
財
産
に
変
動
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
被
相
続
人
所
有
の
賃
貸
不
動
産
か
ら
賃
料
が
入
っ
て
く
る
の

は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
べ
き
か
が
、
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。

被
相
続
人
が
存
命
中
の
賃
料
収
入
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
遺
産
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
り
、
遺
産
分
割

後
の
賃
料
は
、
当
該
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
相
続
人
に
帰
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
争
い
は
な
い
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、

相
続
開
始
後
、
遺
産
の
分
割
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
賃
料
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
相
続
人
の
一
人
が
、
ア
パ
ー
ト
か
ら
の

家
賃
収
入
や
権
利
金
を
独
占
し
費
消
す
る
の
で
、
他
の
相
続
人
が
、
そ
の
返
還
を
求
め
た
り
分
配
を
求
め
る
と
い
う
形
で
争
い
が
顕
在

化
す
る
こ
と
が

（
２
）

多
い
。

問
題
解
決
に
資
す
る
民
法
の
規
定
を
さ
ぐ
る
と
、
イ

相
続
は
、
死
亡
に
よ
っ
て
開
始
す
る
（
八
八
二
条
）、
ロ

相
続
人
は
、
相
続

開
始
の
時
か
ら
、
被
相
続
人
の
財
産
に
属
し
た
一
切
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
（
八
九
六
条
本
文
）、
ハ

相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、

七
七

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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相
続
財
産
は
、
そ
の
共
有
に
属
す
る
（
八
九
八
条
）、
ニ

各
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
承
継

す
る
（
八
九
九
条
）、
ホ

共
同
相
続
人
は
、
い
つ
で
も
、
そ
の
協
議
で
、
遺
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

な
ど
に
は
、
各
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
分
割
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る（
九
〇
七
条
一
、
二
項
）、
ヘ

遺
産
の
分
割
は
、

相
続
開
始
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
（
九
〇
九
条
本
文
）
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
賃
料
は
、
遺
産
そ
の
も
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
か（
賃
料
の
法
的
性
質
）、

あ
る
い
は
、
賃
料
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
（
賃
料
の
帰
属
）
に
つ
い
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前

者
に
関
し
て
は
、
従
来
遺
産
分
割
（
審
判
）
申
立
事
件
の
中
で
争
わ
れ
、
主
に
賃
料
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
り
う
る
か
が
議
論
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
は
、
後
述
の
如
く
、
下
級
裁
判
所
で
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所

が
、
配
分
の
割
合
や
遺
産
分
割
と
の
関
係
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
、
賃
料
と
遺
産
と
の
関
係
、
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
か
を
み
て
み
る
と
、

①

賃
料
は
、
遺
産
の
価
値
の
増
殖
で
あ
る
と
し
て
、
遺
産
と
同
一
視
す
る
考
え
方
が
あ
る（
遺
産
同
視
説
、
大
阪
高
裁
昭
和
四
〇
年
四

月
二
二
日
決
定
家
裁
月
報
一
七
巻
一
〇
号
一
〇
二
頁
、
新
潟
家
裁
昭
和
四
二
年
八
月
三
日
審
判
家
裁
月
報
二
〇
巻
三
号
八
〇
頁
、
利
息
に
つ
き
東
京

家
裁
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
五
日
審
判
家
裁
月
報
二
五
巻
九
号
一
〇
七
頁
、
高
木
多
喜
男
「
遺
産
か
ら
生
ず
る
果
実
と
遺
産
分
割
」
山
木
戸
克
己
教

授
還
暦
記
念
『
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
』
三
八
九
頁
、
福
田
誠
治
「
相
続
開
始
後
、
遺
産
分
割
前
に
お
い
て
共
同
相
続
財
産
た
る
不
動
産
か
ら

生
ず
る
賃
料
債
権
の
帰
属
」『
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
五
法
学
教
室
別
冊
三
〇
六
』
二
六
頁
な
ど
）。
こ
の
考
え
方
で
は
、
賃
料
は
遺
産
の
一
部

で
あ
り
、
家
屋
の
場
合
な
ら
ば
、
家
賃
を
家
屋
の
価
額
に
算
入
し
た
り
、
指
定
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
家
賃
を
そ
の
ま
ま
遺
産（
遺
産
目

録
で
は
預
貯
金
）
と
し
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に

（
３
）

な
る
。
一
般
的
に
は
、
遺
産
分
割
ま
で
の
期
間
が
長
期
に
わ
た
る

七
八

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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と
、
賃
料
収
入
残
高
も
高
額
な
も
の
に
な
る
（
本
件
で
は
、
三
年
四
か
月
の
間
に
約
二
億
一
千
万
円
の
賃
料
収
入
を
生
じ
た
）。
被
相
続
人
死

亡
後
も
、
振
り
込
ま
れ
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
相
続
開
始
か
ら
遺
産
分
割
ま
で
の
期
間
が
短
い
場
合
は
、
賃
料
と
遺
産
を
同
一
視
し
て

処
理
し
て
も
、
問
題
は
生
じ

（
４
）

な
い
。

①
の
考
え
方
は
、
賃
料
は
遺
産
そ
の
も
の
だ
と
す
る
の
に
対
し
、

②

賃
料
は
、
遺
産
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
共
同
相
続
人
に
ど
の
よ
う
に
帰
属
の
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
そ
の

一
は
、
遺
産
分
割
の
効
力
は
、
相
続
開
始
の
時
に
遡
る
か
ら
、
元
物
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
果
実
収
取
権
を
取
得
し
、
賃
料
も
当
然

に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
解
で
あ
る
（
元
物
取
得
者
帰
属
説
、
大
分
家
裁
中
津
支
部
昭
和
五
一
年
四
月
二
〇
日
審
判
家
裁
月
報
二
九
巻

一
号
八
三
頁
、
売
却
代
金
に
つ
き
京
都
家
裁
昭
和
三
八
年
八
月
二
日
審
判
家
裁
月
報
一
五
巻
一
一
号
一
二
四
頁
、
庵
前
重
和「
相
続
開
始
後
の
遺
産

の
増
減
と
遺
産
分
割
」『
司
法
研
修
所
創
立
二
〇
周
年
記
念
論
文
集（
民
事
）』二
三
三
頁
な
ど
）。
そ
の
二
は
、
相
続
開
始
後
に
生
じ
た
賃
料
は
、

相
続
財
産
か
ら
の
法
定
果
実
で
あ
り
、
相
続
人
が
複
数
い
る
と
き
は
、
各
共
同
相
続
人
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
取
得
す
る
共
有
財
産

で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
共
有
財
産
説
、
名
古
屋
地
裁
平
成
一
六
年
八
月
一
八
日
判
決
金
融
・
商
事
判
例
一
二
一
〇
号
二
七
頁
な
ど
多
数
）。

さ
ら
に
、
賃
料
が
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
見
解
が
存
す
る
。

イ

賃
料
は
、
遺
産
と
同
一
視
で
き
る
と
し
て
、
遺
産
分
割
の
対
象
に

（
５
）

な
る

ロ

賃
料
は
、
民
法
九
〇
九
条
に
よ
り
元
物
を
取
得
し
た
相
続
人
に
帰
属
す
る
の
で
、
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
ら

（
６
）

な
い
。

ハ

賃
料
は
、
遺
産
と
は
別
個
の
共
同
相
続
人
の
共
有
財
産
だ
と
解
す
る
に
し
て
も
、

㈠

遺
産
分
割
は
、
遺
産
を
総
合
的
、
合
目
的
的
に
分
配
す
る
手
続
で
あ
る
か
ら
、
賃
料
も
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る

（
積
極
説
、
大
阪
高
裁
昭
和
四
〇
年
四
月
二
二
日
決
定
家
裁
月
報
一
七
巻
一
〇
号
一
〇
二
頁
、
橘
勝
治「
相
続
開
始
後
の
遺
産
の
変
動
と
遺

七
九

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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産
分
割
」『
新
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
８
非
訟
・
家
事
・
人
訴
事
件
』
一
八

（
７
）

七
頁
）。

㈡

賃
料
の
分
割
は
、
民
事
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
遺
産
分
割
手
続
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い（
消
極
説
、
青
森

家
裁
五
所
川
原
支
部
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
四
日
審
判
家
裁
月
報
一
五
巻
五
号
一
〇
〇
頁
、
東
京
家
裁
昭
和
四
四
年
二
月
二
四
日
審
判
家

裁
月
報
二
一
巻
八
号
一
〇
七
頁
、
福
岡
家
裁
昭
和
四
六
年
四
月
二
七
日
審
判
家
裁
月
報
二
四
巻
一
二
号
五
二
頁
、
大
分
家
裁
昭
和
四
九
年

五
月
一
四
日
審
判
家
裁
月
報
二
七
巻
四
号
六
六
頁
、
売
却
代
金
に
つ
き
最
高
裁
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
判
決
家
裁
月
報
三
二
巻
一
号
一

四
（
８
）

八
頁
）。

㈢

場
合
に
よ
り
、
賃
料
を
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。

㈢
の
１

基
本
と
な
る
遺
産
の
性
質
、
果
実
の
発
生
原
因
、
種
類
、
態
様
、
時
期
、
算
定
の
難
易
な
ど
に
よ
り
、
遺
産
分
割
審
判

の
機
能
、
性
質
に
鑑
み
、
遺
産
分
割
審
判
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
と
、
訴
訟
手
続
で
分
割
す
べ
き
も
の
を
具
体
的
に
選
別
す
べ

き
で
あ
る
（
選
別
説
・
客
観
的
分
類
説
、
新
潟
家
裁
昭
和
五
五
年
五
月
二
七
日
審
判
家
裁
月
報
三
四
巻
三
号
三
四
頁
、
林
醇
「
相
続
開
始

後
、
遺
産
か
ら
生
じ
た
果
実
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
可
否
」
家
裁
月
報
三
七
巻
三
号
一
一
一
頁
、
日
野
原
昌
「
遺
産
の
管
理

費
・
収
益
」『
遺
産
分
割
の
研
究
』
一
九
九
頁

（
９
）

な
ど
）。

㈢
の
２

相
続
人
全
員
が
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
合
意
し
た
場
合
に
限
り
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
、
そ
の
合
意
が

な
い
場
合
は
、
民
事
訴
訟
手
続
に
よ
る
（
合
意
説
、
東
京
家
裁
昭
和
五
二
年
九
月
八
日
審
判
家
裁
月
報
三
〇
巻
三
号
八
八
頁
、
東
京
家

裁
昭
和
五
五
年
二
月
一
二
日
審
判
家
裁
月
報
三
二
巻
五
号
四
六
頁
、
東
京
高
裁
昭
和
五
六
年
五
月
一
八
日
決
定
家
裁
月
報
三
五
巻
四
号
五

五
頁
、
東
京
高
裁
昭
和
六
三
年
一
月
一
四
日
決
定
家
裁
月
報
四
〇
巻
五
号
一
四
二
頁
、
不
当
利
得
返
還
請
求
に
つ
き
大
阪
高
裁
平
成
元
年

九
月
二
七
日
判
決
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
一
八
号
一
九
六
頁
、
清
水
節
「
遺
産
分
割
の
対
象
財
産
性
７
遺
産
か
ら
生
じ
た
果
実
」『
講
座
・
実
務

八
〇

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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家
事
審
判
法
３
相
続
関
係
』
一
九
一
頁
、
松
原
正
明
『
先
例
判
例
相
続
法
Ⅰ

遺
産
分
割

』
四
二
六
頁
、
鈴
木
航
兒
「
遺
産
の
代

償
財
産
・
遺
産
か
ら
生
じ
た
収
益
」『
法
律
知
識
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
４
家
族
法
』
一
二
四
頁

（
10
）

な
ど
）。

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
あ
る
が
、
実
務
で
は
、
合
意
説
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
件
は
、
遺
産
分
割
事
件
で
は
な
く
、
保
管
金
返
還
請
求
事
件
な
の
で
、
紛
争
解
決
手
続
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
諸
見
解
が

あ
り
、
裁
判
例
も
区
々
に
分
れ
る
中
で
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
一
審
二
審
が
、
元
物
取
得
者
帰
属
説
に
立
っ
て
、
賃
料
を
受
け
と
る
権
利
は
、
そ
の
遺
産
の
所
有
権
を
持
つ
者
に

あ
る
と
し
て
、
遺
産
分
割
の
結
果
に
従
い
分
け
る
べ

（
11
）

き
だ
と
し
た
の
を
否
定
し
、
賃
料
債
権
は
、
遺
産
と
は
別
個
の
財
産
で
あ
り
、
各

共
同
相
続
人
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
単
独
債
権
と
し
て
確
定
的
に
取
得
す
る
、
そ
の
帰
属
は
、
後
に
さ
れ
た
遺
産
分
割
の
影
響

を
受
け
な
い
と
判
示
し
て
、
賃
料
債
権
の
帰
属
及
び
こ
れ
に
対
す
る
遺
産
分
割
の
効
力
に
つ
い
て
、
初
め
て
の
判
断
を
し
た
。

本
判
決
の
意
義
は
、
①

分
割
前
の
遺
産
か
ら
得
ら
れ
た
賃
料
収
入
の
配
分
の
割
合
を
明
示
し
た
。
賃
料
が
支
払
わ
れ
た
ら
、
相
続

人
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
取
得
す
る
。
よ
っ
て
、
遺
産
分
割
前
で
も
（
遺
産
分
割
協
議
を
待
つ
こ
と
な
く
）
配
分
で
き

る
。
分
け
る
時
期
に
関
し
、
特
に
定
め
は
な
い
の
で
随
時（
賃
料
口
座
を
管
理
し
て
い
る
相
続
人
に
対
し
、
他
の
相
続
人
か
ら
配
分
請
求
が
あ
っ

た
と
き
で
も
、
毎
年
末
で
も
、
遺
産
分
割
の
際
で
も
）
配
分
し
て
か
ま
わ
な
い
。
②

賃
料
を
ど
の
よ
う
に
分
け
る
の
か
は
、
遺
産
分
割
と

は
別
の
問
題
だ
、
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

遺
産
分
割
の
調
停
に
お
い
て
、
賃
料
に
つ
い
て
話
し
合
い
た
い
と
の
要
望
（
相
続
人
全
員
の
同
意
が
必
要
）
が
あ
れ
ば
、
調
停
委
員
会

と
し
て
は
、
当
事
者
か
ら
主
張
の
裏
付
け
と
な
る
資
料（
賃
貸
借
契
約
書
、
金
融
機
関
へ
の
振
込
の
場
合
は
、
預
貯
金
通
帳
の
写
し
、
手
渡
し

の
場
合
は
、
金
銭
出
納
簿
な
ど
）
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
資
料
に
基
づ
い
て
話
し
合
い
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と

八
一

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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に
な
る
。
調
停
成
立
の
際
に
は
、
他
の
合
意
事
項
と
共
に
、
賃
料
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
合
意
が
な
さ
れ
た
の
か
を
、
調

書
に
明
示
す
る
。
ち
な
み
に
、
協
議
や
調
停
で
は
、
資
料
の
帰
属
や
配
分
に
つ
い
て
、
法
定
相
続
分
と
異
な
る
合
意
も
有
効
で
あ
り
、

柔
軟
な
解
決
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
反
対
に
、
口
座
を
管
理
し
て
い
る
相
続
人
が
資
料
を
出
さ
な
い
と
か
、
賃
料
の
額
や
配
分

に
大
き
な
考
え
の
相
違
が
あ
っ
て
合
意
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
調
停
に
お
い
て
は
、
賃
料
に
つ
い
て
解
決
は
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
調
停
が
不
成
立
で
、
審
判
に
移
行
す
る
と
な
れ
ば
、
被
相
続
人
死
亡
時
に
お
け
る
財
産
が
遺
産
で
あ
る
か
ら
、
死
亡
後
に

で
き
た
賃
料
に
は
遺
産
性
が
な
く
、
遺
産
分
割
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
合
意
説
に
よ
る
に
せ
よ
、
選
別
説
に
よ
る
に

せ
よ
、
審
判

（
12
）

で
は
、
資
料
（
特
に
書
証
）
が
十
分
集
め
ら
れ
、
額
に
争
い
の
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
審
判
す
る
が
、
争
い
の
あ
る
も
の

は
審
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
、
争
い
が
あ
る
な
ら
民
訴
で
や
れ
と
な
る
の
で
、
家
裁
で
取
り
上
げ
る
合
意
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
内
容

に
争
い
の
な
い
事
件
し
か
処
理
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
審
判
と
な
れ
ば
、
賃
料
は
、
本
来
遺
産
分
割
の
対
象
で
は
な
い

の
で
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
合
意
が
あ
っ
て
も
、
解
決
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

遺
産
か
ら
の
果
実
に
つ
い
て
、
遺
産
と
は
異
な
る
財
産
と
解
す
る
の
が
実
務
に
お
い
て
も
有
力
な
説
で
あ
り
、
こ
の
見
解
に
立
つ
審

判
例
が
続
い
て
い
た
。
本
判
決
は
、
遺
産
か
ら
の
賃
料
に
つ
い
て
の
初
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
の
説
を
踏
襲
す
る
も
の

で
、
今
ま
で
の
審
判
実
務
と
違
い
は
な
い
。
従
っ
て
、
実
務
に
与
え
る
影
響
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

１
）

民
法
は
、
賃
貸
人
の
立
場
か
ら
、「
物
の
使
用
の
対
価
と
し
て
受
け
る
べ
き
金
銭
そ
の
他
の
物
を
法
定
果
実
と
す
る
」（
八
八
条
二
項
）

と
規
定
す
る
。
賃
借
人
が
支
払
う
賃
料
は
、
法
定
果
実
に
あ
た
る
。

八
二

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）
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２
）

単
独
相
続
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
発
生
し
な
い
。

３
）

必
要
諸
経
費
（
公
租
公
課
、
修
繕
費
、
管
理
費
な
ど
）
を
賃
料
受
取
人
が
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
（
逆
に
管
理
費
を
も
ら
っ
て
い
る

場
合
も
あ
る
）、
こ
れ
ら
を
控
除
し
た
額
を
、
遺
産
に
加
算
す
る
。

４
）

遺
産
分
割
の
対
象
財
産
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
も
の
に
限
る
と
し
て
、
遺
産
と
同
一
視
す
る
の
は
無
理
だ
と
の
批
判
が
あ
る
。

５
）

賃
料
を
遺
産
と
同
一
視
す
る
考
え
の
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

６
）

遺
産
分
割
が
な
さ
れ
な
い
と
賃
料
の
帰
属
が
確
定
せ
ず
、
さ
ら
に
、
賃
料
が
多
額
に
な
る
と
、
審
理
の
複
雑
化
、
長
期
化
が
懸
命
さ
れ

る
。

７
）

常
に
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
と
、
賃
料
の
額
を
算
定
す
る
に
つ
い
て
当
事
者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
審
理
の
長
期
化
が
予

想
さ
れ
る
。

８
）

相
続
人
の
一
人
が
賃
料
を
独
占
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
こ
れ
を
全
く
除
外
し
て
遺
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
は
、
共
同
相
続
人
間
の

衡
平
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
紛
争
の
一
回
的
、
全
面
的
解
決
を
望
む
当
事
者
の
期
待
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

９
）

選
別
基
準
の
あ
い
ま
い
さ
は
残
る
が
、
管
理
が
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
て
賃
料
の
額
が
明
確
で
あ
っ
た
り
、
当
事
者
の
協
力
が
得
ら
れ

る
ケ
ー
ス
で
は
、
妥
当
で
あ
る
。

10
）

地
裁
の
共
有
物
分
割
で
や
る
の
か
、
家
裁
の
遺
産
分
割
で
や
る
の
か
の
手
続
選
択
の
合
意
で
あ
る
。
賃
料
を
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め

る
こ
と
に
合
意
し
た
ら
、
後
に
共
有
物
分
割
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

11
）

民
法
九
〇
九
条
の
分
割
の
遡
及
効
を
重
視
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
相
続
開
始
時
か
ら
遺
産
分
割
時
ま
で
に
存
在
し
た
共
同
関
係
を
全
く

否
定
す
る
も
の
で
、
相
続
人
間
に
不
公
平
を
も
た
ら
す
と
批
判
さ
れ
る
。

12
）

実
務
で
は
、
共
有
財
産
説
の
中
の
合
意
説
で
運
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
は
、
選
別
説
を
支
持
す
る
。

八
三

相
続
開
始
後
の
賃
料
の
帰
属
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
決
（
大
宮
）


